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議  長  名 

 

 地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。 

記 

昨年４月、深刻化する人手不足に対応するため、出入国管理及び難民認定法

及び法務省設置法の一部を改正する法律が施行され、一定の専門性・技能を有

し即戦力となる外国人を受け入れるための新たな在留資格である「特定技能」

が創設された。 

国は、この制度により、今後５年間で約34万５千人を上限として外国人材を

受け入れることとしているが、昨年12月末において、特定技能外国人の受入れ

は約１，６００人と少数にとどまっている。 

このような中、本制度が有効に機能するためには、外国人材の送出国や受入

れ企業等に対する広報の充実や在留資格手続の迅速化、特定技能に係る試験の

早期実施等に加え、人手不足が深刻な地方の中小企業への配慮が必要であると

の指摘がなされている。 

よって、本県議会は、国会及び政府において、特定技能外国人の受入れの促

進のため、次の事項について特段の措置を講ずるよう強く要請する。 

１ 在留資格手続の明確化・迅速化を図るとともに、受入れ企業等に対して制

度や手続に関する十分な情報発信を行うこと。 

２ 特定技能に係る試験が未実施の特定産業分野においても早期に試験を実施

するとともに、外国人材の確保に向け受験機会を充実させること。 

３ 地域の人手不足に的確に対応するため、地域の実情や意向を十分に踏まえ

て特定産業分野の追加を検討するとともに、特定技能外国人が大都市等に過

度に集中することがないよう必要な対策を実施すること。 


